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《令和 6 年 3 月 7 日新規》  

 

○ 取扱い 

 結膜炎（アレルギー性含む。）に対する精製ヒアルロン酸ナトリウム点

眼液（ヒアレイン点眼液）の算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 結膜炎は、ウイルス性結膜炎、細菌性結膜炎、アレルギー性結膜炎に大

別される。治療には原因疾患に応じて、ステロイド点眼薬、非ステロイド

系抗炎症点眼薬、抗菌点眼薬又は抗アレルギー点眼薬を使用する。 

 精製ヒアルロン酸ナトリウム点眼液（ヒアレイン点眼液）は、角結膜上

皮障害治療用点眼剤であり、添付文書の効能・効果は、内因性疾患（シェ

ーグレン症候群、スティーブンス･ジョンソン症候群、眼球乾燥症候群（ド

ライアイ）等）、又は術後、薬剤性、外傷、コンタクトレンズ装用等による

外因性疾患に伴う角結膜上皮障害である。 

 以上のことから、結膜炎（アレルギー性含む。）に対する精製ヒアルロ

ン酸ナトリウム点眼液（ヒアレイン点眼液）の算定は、原則として認めら

れないと判断した。 

 


